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　まず、私見の概要を述べる。

1. 現行の大綱が策定された２００５年以降、原子力を巡る情勢は本質的に変っていな
い。

2. 言い換えると、いくつかの課題、中でも難題とされてきたものは解決されずに残っ
ている。新たに出てきたかに見える課題も、実は決して新規ではない。

3. 世論調査によれば、現行の原子力政策は、国民の一定の支持を得られている。

4. これを踏まえれば、大綱は当面、見直しというより、ソフトウエアで言うところの
マイナー・バージョンアップ、つまり手直しで十分なのではないか。

5. ただし、当面、と但し書きせざるを得ないのは、大綱の守備範囲に収まりきらない
問題が提起されているためだ。代表例として、原子力安全行政の体制を根本から見
直す、という政府の一大方針が挙げられる。現在検討されている日印の原子力協定
も、原理原則から直ちに結論するのが難しい点を考慮すれば、この例に含めるべき
かもしれない。

6. よって、現行の大綱に示されている「評価の充実」に沿ってなされた一連の評価結
果を踏まえたうえで、記述、データの適否を精査し、最新の情勢を踏まえた原子力
政策の分かりやすい指針としてはどうか。

　以下に補足する。

◎ 1.と2.について。原子力政策大綱、第1章、ならびに以下。
 ◯ 地震対策  2007年7月、中越沖地震
    →リスク・マネジメント、リスク・コミュニケーションに課題
 ◯ 高レベル放射性廃棄物
    2007年1月、高知県東洋町が文献調査応募
    →動きは水面下へ。処分場探しの難しさ。
 ◯ 高速増殖炉 2010年5月、もんじゅ稼働
    →本格運転？、実用化への道筋は？
 ◯ プルサーマル 2009年11月、九州電力玄海原子力発電所
    2011年3月、四国電力伊方原子力発電所
    →今後は？
 ◯ 再処理工場 →竣工はいつ？
 ◯ 新型炉開発 →ビル・ゲイツ？、高温ガス炉？
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◎ 3.について
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◎ 5.について、「民主党政策集INDEX2009」。

原子力政策に対する基本方針
原子力利用については、安全を第一としつつ、エネ

ルギーの安定供給の観点もふまえ、国民の理解と信
頼を得ながら着実に取り組みます。
原子力発電所の使用済み燃料の再処理や放射性廃

棄物処分は、事業が長期にわたること等から、国が技
術の確立と事業の最終責任を負うこととし、安全と
透明性を前提にして再処理技術の確立を図ります。
また、国が国民に対して原子力政策に関する説明を
徹底して行うとともに、関連施設の立地自治体およ
び住民の十分な理解を得るため、国と自治体との間
で十分な協議が行われる法的枠組みをつくります。

安全を最優先した原子力行政
過去の原子力発電所事故を重く受けとめ、原子力

に対する国民の信頼回復に努めます。原子力関連事
業の安全確保に最優先で取り組みます。万一に備え
た防災体制と実効性のある安全検査体制の確立に向
け、現行制度を抜本的に見直します。安全チェック機
能の強化のため、国家行政組織法第3条による独立性
の高い原子力安全規制委員会を創設するとともに、
住民の安全確保に関して国が責任を持って取り組む
体制を確立します。また、原子力発電所の経年劣化対
策などのあり方について議論を深めます。
設備・機器に対する検査、さらにはソフト面も考

慮したいわゆる「品質保証型」の検査も含めた厳正な
検査体制の運用、現行のあいまいなトラブル等報告
基準を抜本的に見直し、事故・トラブルを原則的に
すべて公開することなどの「原子力情報公開ガイド
ライン」を早期に具体化します。
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外務省HP

◎ 蛇足。録画公開について。
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